


■ 受講修了後の手続

本研究科を受講修了したしたときは、受講修了日の翌日から1か月以内に本

人の住所を管轄するハロ ーワ ー クに支給申請してください。 支給申請に必要

な書類の一部は事前に工学部学務課学生係から発行します。

なお、 本研究科を受講修了し、 次の支給要件にあてはまる場合は、 本人の住

所を管轄するハロ ーワ ー クヘ追加給付の支給を申請してください。 支給申請

に必要な書類の一部は事前に工学部学務課学生係から発行します。

支給要件

◇本研究科受講修了8の翌8から1年以内に 一般被保険者として雇用されたとき

支給申請期間→雇用された日の翌日から1か月以内

◇すでに雇用されているとき

支給申請期問→受講修了日の翌日から1か月以内

◇受講修了後の支給額 上限額32万円

（訓練期間2年の上限額96万円とすでに受講中支給された上限額64万円との差

額）

※受講修了前の時期に就職や在職状況を工学部学務課学生係にて確認します

ので、 その際はご協力ください。

※上記の各手続き・申請は、 原則として申請者本人がJ\D—りーりにて行います。

※給付金の支給額については、 上限額で示しております。

入学後授業料の支払状況などの諸事情により変動することがあります。

4.その他注意事項
■ 別添の厚生労働省発行の「専門実践教育訓練の給付金のご案内」以外にも

ハロ ー ワ ークのホ ームペー ジにも説明がありますので、 参照できます。

不明な点はハロ ーワ ークヘお問い合わせください。

■ 専門実践教育訓練給付金は、 申請者本人が支払った金額が対象です。

所属する会社が支払った金額は対象外です。

■受講開始日は各年度4月1日です。
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